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1. 背景

2000年代後半より日本にも健康経営の概念が導入され、日本再興戦略・未来投資戦略に位置づけられた

「国民の健康寿命の延伸」に関する取り組みとして、政府が主導的に健康経営を進めた。健康経営1.0と称
された現在までの取り組みは一定の成果を収め、新たなステップへと進もうとしている。現在の公的医療

保険制度がカバーしきれない生活習慣病予防に関して、健康経営には大きな役割を果たすことが期待され
ている。



2. 健康経営における課題とあるべき姿

健康経営施策において、生活習慣病予防を行う場合には、科学的根拠のある施策を行い、施策実行後の効

果検証を行い、次のより良い施策へつなげていくサイクルをまわすことが理想的である。科学的根拠や効

果検証がなければ、施策に効果を求めることは難しく、施策の改善に取り組めず、継続性のない単なる健

康経営パフォーマンスに陥ってしまう。そのため、科学的根拠のある施策を行うための産業医や保健師の

主体的な参加や、その後の効果検証を行うノウハウの充実が課題となっている。



3. 課題解決の方向性

健康経営のBest practiceとして、具体的施策を単に提示するだけでなく、その背景にある施策決定の根拠
の提示や施策決定までのプロセス、リソースのかけかた、その後の効果検証、そして次の施策の検討への

提案 と い っ た 、 一連 の 継続性 の あ る 効 果 的 な 健 康 経 営 実 践 を 提示 す る こ と が 重 要 であ り、 そ の Best 

practiceを国がモデル事業として推進、最終的にはガイドライン化することが重要と考えられる。
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3 課題解決の方向性（Best practiceの推進とガイドライン化）

1.2.  医師からみた健康経営に関連した健康課題
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医師の視点で考える健康経営2.0

健康経営 予防医療

1. 背景

54 医師の視点で考える健康経営2.0

　 日 本 は 、 社 会 の 高 齢 化 率 が 急 速 に 高 ま り、 社 会 保 障 費 の 拡 大 が 財 政 を 圧 迫 す る 要 因 とな る と と も に、 労 働 力 の

減 少 に 伴 う 経 済 活 動 の 停 滞 が 懸 念 さ れ る 。 社 会 保 障 給 付 費 は 医 療 給 付 費 ・ 介 護 給 付 費 と も に 年 々 増 加 し 、 2025

年 度 に は 医 療 給 付 費 は 約 54兆 円 、 介 護 給 付 費 は 約 20兆 円 に 達 す る と 見 込 ま れ る  。 現 在 、 医 科 診 療 費 の 3分 の 1以

上 が 生 活 習 慣 病 関 連 で あ り  、 予 防 医 療 の 重 要 性 は 科 学 的 に も 明 ら か で あ る 。 現 在 、 日 本 の 平 均 寿 命 は 世 界 一 で

あ る が、 平 均 寿 命 と 健 康 寿 命 の 差 は 約 10年 （ 男 性 9.02年 、 女 性 12.49年 ） と さ れてお り  、 健 康 寿 命 を 延 伸 さ せ

る こ と が 重 要 であ る 。 経 済 産 業 省 は 、 次 世 代 ヘ ル ス ケ ア 産 業 の 創 出 に 向 け た コ ン セ プ ト と して、 公 的 保 険 外 の 予

防 ・ 健 康 管 理 サ ー ビ ス の 活 用 を 通 じ て、 生 活 習 慣 の 改 善 や 受 診 勧 奨 等 を 促 す こ と に より、 国 民 の 健 康 寿 命 の 延 伸

と新産業の創出を同時に達成し、あるべき医療費・介護費の実現につなげることを提示している 。

　健康経営とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することとされている。企業理念に

基づき、 従 業 員 等 へ の 健 康 投資を 行 う こ と は 、 従 業 員 の 活 力 向 上 や 生 産 性 の 向 上 等 の 組織の 活 性 化 を も た ら し 、

結 果 的 に 業 績 向 上 や 企 業 価 値 向 上 に つ な が る と 期 待 さ れ る 。 一 方 、 社 会 に 対 しても、 国 民 の QOLの 向 上 や あ る

べ き 国 民 医 療 費 の 実 現 な ど の 効 果 が あ る と 期 待 さ れ る 。 そ の た め 、 健 康 経 営 は 、 日 本 再 興 戦 略 、 未 来 投 資 戦 略

に 位 置 づ け ら れ 、 国 民 の 健 康 寿 命 の 延 伸 に 関 す る 取 り 組 み の 一 つ と して、 取 り 上 げ ら れて い る  。 健 康 経 営 実 践

に お いて、 企 業 は 従 業 員 の 健 康 を 「 投 資 」 の 対 象 と み な してお り、 健 康 経 営 の 概 念 が 導 入 さ れ る 以 前 は 、 従 業 員

の 健 康 を 管 理 し な くては な ら な い 「 コ ス ト」 と み な して い た点 と 大 きく異な る 。 す な わち、 健 康 経営 と は 、従 業

員を企業 経営に不可欠な資源、人的資本 と して と らえ、従業員の 健 康維持増進に つ な が る具体的施策を 実行して

いくことが重要である。

1.1 健康経営に関する概略

1.1.1 健康経営の背景

1.1.2 健康経営の概要
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　健康経営の概念は 、 米 国 の 臨 床心理学者 Robert  H.  Rosen氏が 1992年に出版し た「 The Hea lthy  

Company」の中で、Hea lth  and  Product iv ity  Management、つまり従業員の健康と労働生産性を同時にマ

ネジメ ントする考え方を提唱し た の が始まりとされている  。日本では 、 2006年に設立されたNPO法人健康経営

研究会による啓発活動にて、健康経営という言葉が用いられるようになった。2011年に経済産業省内にヘルス

ケア産業課が新設、 2012年に日本政策投資銀行がDBJ健康経営格付融資を開始し た。2013年に内閣府の日本再

興戦略において健康寿命の延伸が策定、 2014年には日本再興戦略の改訂版において健康経営という言葉が、健

康への投資という文脈で語られており、経済産業省が主体となり、健康経営に係る各種顕彰制度を通じて、健康

経営に積極的に取り組む優良企業を「見える化」し 、社会的な評価を受けることができる環境を整備し た。

2014年度から上 場企業を対象に「健康経営銘柄」を選定、 2016年度からは「健康経営優良法人認定制度」を推

進し 、大規模法人部門の 上位層には「ホワイト500」、中小規模法人部門の 上位層には「ブライト500」の冠を

付加している。健康経営度調査の回答数の増加、健康経営優良法人の申請数、認定数ともに年々増加しているこ

と  などからも、健康経営の概念、取り組みが日本企業に浸透していることは明らかである。経済産業省が示す

健康経営推進のロードマップ   では 、健康経営1.0、健康経営2 .0、健康経営3.0と未来に向け た方向性を示して

いる。健康経営1.0の目標であった健康経営の概念の浸透、取り組み企業数の一定程度の拡大は達成された。健

康経営2 .0では 上 場企業の取り組み強化および中小企業の裾の拡大が目標と設定されている。現在の健康経営の

課題として、健康経営施策に関するノウハウ不足・人材不足、健康施策の効果が不明瞭であること、プライバ

シーへの配慮の3つの項目が挙げられている   。これらの課題を解決することが求められており、健康経営の効

果検証結果の開示、効果分析の深化、健康経営に関する共通評価軸の策定を進めていく方針である   。

　 米 国では 、1960年代に労働災 害 件数が増加し 、従業員の 怪 我などの 予 防 、 職 場環境の 安 全性向上を目的とし

た 安 全性向上プログラム が 実施されるようになった   。1970年代には労働安 全 衛生法（Occupat iona l  Sa fety  

and  Hea lth  Act  o f  1970） が制定され、 国 民的健康政策「Hea lthy  Peop le」を打 ち出し た   。1980年代に
は 、高 騰する従業員の医 療 費 負 担 が企業経営の根 幹を揺るがすまでに深刻化し たことをうけ、多くの企業が従業

員の健康増進に取り組むようになった。1992年には Robert  H.  Rosen氏が「The Hea lthy  Company」を出

版、1996年にAmerican  Co l lege o f  Occupat iona l  and  Env i ronmenta l  Med ic ine (ACOEM )が主催する社
員の健康、 安 全 、 職 場環境に配慮し た優良健康経営表彰制度であるCorporate Hea lth  Ach ievement  Award  

(CHAA)が始まった   。CHAAは主催 が 医 療 系 の学術 団体であることは日本との 比 較 の 上では大きな特 徴である。
その後慢性疾患患者の重症化を予防するプログラムが誕生し  、2010年代以降には、健康経営の主軸は、従業員

の 医 療 費 削 減 だ けでなく、従業員の 満足感 や健康意 識 の向上 、優秀な人材獲 得などの 要 素 が強まった。2011年

にはJohnson  &  Johnsonが 世 界 250社、 約11万4000人に健康教 育プログラムを提供 し 、投資に対するリ ター
ンを試 算 、健康投資1ドルに対して約3ドルの投資 リ ターン の成果につながったことを示し 、従業員の健康維 持
促進プログラムを広める先 導的役 割を果た し た   。2013年にはCHAA企業群とS&P500との13年後における株 価

の パ フ ォーマ ンス比 較 の結果、CHAA企業群 が S&P500と比 較 し 約1.8倍に上 昇 し たとの 報 告を出し た   。2017
年には ACOEMは 、 安 全 衛生や健康に配慮している企業は 株 価 が 高い、つまり企業価 値 が 高いと判 断 し 、投資 家

1.1.3 日本の健康経営の歴史と現状

1.1.4 米国の健康経営の歴史と現状
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向 け に 株 式 市 場 に お け る 投 資 信 託 であ る 健 康 安 全 指 数 （ Integrated Health  and Safety  Index） を 作 成 し た 。
近 年 、 多 く の 米 国 企 業 が 健 康 経 営 に 置 いて 注 力 す る 領 域 は 、 従 業 員 個 人 を 対 象 に し た 先 進 の デ ジ タ ル ヘ ル ス ソ
リ ュ ーシ ョ ン の 導 入 と 活 用 であ る 。 COVID-19に よる パ ン デ ミ ッ ク を 契 機 に、 メ ン タ ル ヘ ル ス 対 策 へ の 需 要 が 一
層 高 ま り、 従 業 員 の ス ト レ ス の 低 減 に つ な が る 瞑 想 や マ イ ン ド フ ル ネ ス の ア プ リ 市 場 は 急 激 に 伸 び て い る   。 健
康 プ ロ グ ラム に お いては 、 パ ー ソ ナ ラ イズ さ れ た プ ロ グ ラム を ウ ェ ア ラ ブ ル デ バ イス と 併 用 し 実 践 、 健 康 へ の 取
り 組 み の フ ィ ー ド バ ッ ク が 1日 単 位 で 得 ら れ る こ とで、 健 康 意 識 の 高 ま り が 一 層 認 め ら れて い る   。 多 く の 企 業
は こ れ ら デ ジタ ル ヘ ル ス ソ リ ュ ーシ ョ ン を 活 用 し 、 個 人 の ヘ ル ス デ ー タ を 蓄 積 、 リ アル タ イム に 従 業 員 の 健 康 状
態 を 把 握 、 適 切 な ヘ ル ス ケ ア を 施 す 施 策 を 提 供 す る な ど、 継 続 的 に 健 康 経 営 を 発 展 さ せ て い る 。 こ の よ う に、 米
国 で は 人 材 戦 略 と 企 業 戦 略 の 融 合 が 一 層 進 んで お り、 従 業 員 の 健 康 状 態 や 幸 福 感 を 向 上 さ せ る 健 康 増 進 施 策 が 企
業の最優先事項として位置づけられている。

　私は循環器内科医師であるため、循環器病を例に挙げて説明する。脳出血・脳梗塞といった脳血管疾患と心筋
梗塞・狭心症といった虚血性心疾患を含む循環器疾患は、日本の主要な死因の一つであるが、これらは単に 死亡
を引き 起 こす の み で は な く 、 急 性 期 治 療 や そ の 後 の 後 遺症治 療 の た め に、 個 人 的 に も 社 会 的 も 負 担 は 増 大 して い
る 。 脳 卒 中 は 寝 た き り の 主 要 な 要 因 の 一 つ で あ り、 虚 血 性 心 疾 患 発 症 後 の 心 不 全 は 、 現 在 心 不 全 パ ン デ ミ ッ ク
と称されるほど有病者が増大し、その人の生活の質（QOL :  Qual ity  o f  L i fe）を低下させる原因となっている。

　脳の病 気 、心 臓 の病 気 と、 全 く 違うもの の よ う に 感 じら れ る か も し れ な い が、 こ の脳血管疾患と虚 血 性 心 疾患

は 、 動 脈 硬 化 を伴う血管の病 気 であ り、循環器疾患であ る 。 過 去 の疫 学 追 跡 調 査 等 か ら 、 動 脈 硬 化に伴う循環器

疾 患 発 症 の 危 険 因 子 は 、 高 血 圧 、 脂 質 異 常 症 、 耐 糖 能 異 常 、 喫 煙 、 大 量 飲 酒 と さ れ 、 こ れ ら へ の 対 策 が 重 要 で
あ る と考 えら れ た 。 実 際、 国民 皆 保 険 に よる医療の 提 供 、 健 診 等を通 じて の早 期発見 ・ 早 期 治 療 に より 国 民へ の
高 血 圧 治 療 が 浸 透 し 、 そ の 結 果脳 卒 中 の 発 症 予 防 に も 貢 献 し た と 考 え ら れて い る 。 現 在 、 メ タ ボ リ ッ ク シ ン ド
ロ ーム に 着 目 し た 特 定 健 診 お よ び 特 定 保 健 指 導 等 の 施 策 を 継 続 して 行 って い る も の の 、 未 だ、 高 血 圧 、 脂 質 異 常
症、耐糖能異常への対策は不十分である  。

　 血 圧 が 高 く と も、 中 性 脂 肪値やLDLコ レ ス テ ロ ー ル値が 高 く と も、 血 糖値が 高 く と も、 多 く の 場 合 は 無症状 で
あり、 特に本人が 困 るということはない。適切な運動 、食事とい った、 正しい 予防行動 をとらなけれ ば、 将来 、
生 活 習 慣 病 を 発 症 し 、 重 篤 な 循 環器 疾 患 を 発 症 す る リ ス ク とな る が 、 本 人 は そ の 時 点 で は 困 って い な い の で あ
る 。 多 く の 人 は 、 リ ス ク が あ る と 知 って い た と しても、 予 防 行 動 を と る 意 思 決 定 や 実 際 の 行 動 を 行 う 段 階 に は 到
達しない。予防医療においては、この行動変容の難しさが最も大きな課題である。

　 一 方 、 す で に 生 活 習 慣 病 を 発症してお り、 適 切 な 生 活 習 慣 病 の 改 善 に 加 えて 薬 物 治 療 が 必 要 な 人 に 対 しても 課
題がある。健康診断の結果から生活習慣病がす でに発症していることが予想される医療機関未受診の方、あるい
は 一 度医療 機 関 を 受 診 し た と しても、 そ の 後 継 続 して い な い 方 も 多 く 、 潜 在 的 な 未 治 療 の 高 血 圧患者 は 1400万
人 い る と の 推 定 結 果 も あ る   。 無 症 状 の 場 合 が 多 く 、 将 来 重 篤 な 循 環器 疾 患 を 発 症 す る リ ス ク が あ っ た と し て
も、 現 時 点 で は 困 って い な い た め 、 医 療 機 関 へ の 受 診 あ る い は 受 診 継 続 が 難 し い 場 合 は 多 い の で あ る 。 医 療 機

1.2 医師からみた健康経営に関連した健康課題

1.2.1 概略
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関・医療者側も、その人が受診して初めて介入ができるのであり、受診をされない方への対策をとることは難し
い。

　図1のようなペーシェントジャーニーが存在する。つまり、健康な状態から、血圧が高め、コレステロールが
高め、血糖値が高めといった、生活習慣予備軍となり、生活習慣の改善等がなければ生活習慣病を発症し、そし
て、重篤な循環器疾患を発症する。国の施策として、生活習慣病予備軍の方には、予防医療の提供が特定保健指
導（一部医療保険による指導）という形でカバーされ、生活習慣病発症後の方には、医療の提供が医療保険によ
り手厚くカバーされる。しかしながら、特定保健指導が必要であるものの指導を受けていない方、医療機関へ受
診し医療が必要であるものの受診されていない方に対しては、国の施策は届いておらず、一つの課題と考えられ
る。

　次に、予防医療および医療の提供の場について検討する。特定保健指導実施者は、医師、保健師、管理栄養士
等であるが、その実施母体は多くの場合、民間の事業者である。医療提供母体に関してはそのカバーする範囲が
大きく、適正かつ効率的に医療を提供する必要があるため、大病院と地域の診療所では役割が異なる。循環器
領域の急性疾患は大病院で治療を行い、急性期を過ぎれば、生活習慣病のリスク管理等は地域の診療所で行う
といった、病診連携が推進されている。私は大病院および地域の診療所での勤務経験があり、産業医として大企
業や中小企業の従業員の健康課題にも取り組んでいる。そこで感じた健康経営に関連した課題について述べてい
く。

ペーシェントジャーニー図１
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　診療所の医師は、かかり つけ医として生活習慣病のリスク管理を行うことは多い。日々の血圧を確認し、血糖

値や体重・体脂肪率の推移を確認し、適切な生活習慣への是正、薬の内服により重篤な循環器疾患発症リスクを

管 理 す る 。 患 者 さ ん が 思 う 「 薬 を 飲 んで、 治 っ た 」 と い う 状 況 は 、 高 血 圧 症 、 脂 質 異 常 症 、 糖 尿 病 に お いては 、

医 師 と しては 「 薬 を 飲 んで、 リ ス ク が 管 理 さ れて い る 」 と い う 状 況 であ る 。 当 然 、 「 治 っ た 」 と 思 う の で 「 治 っ

た 」 の で、 通 院 し な く な る 方 も 多 い 。 一 度 通 院 が 途 切 れ た 方 に 対 して、 再 度 受 診 して い た だ く の は 、 本 人 も 困 っ

ていない状況でもあり、難しいのが現状である。働く世代の生活習慣病患者においては、仕事も忙しく、通院そ

のものが負担になる場合も多い。多くの診療所が営業している平日の午前・午後の時間帯は、当然勤務時間と重

なるため、症状がない、困っていない生活習慣病の受診のために有給を消化するのには抵抗がある方も多く、受

診が遠のく一因となる。


　次に、健康診断等で指摘を受けたため診療所を受診した場合に、薬による治療（いわゆる医療）までは必要な

く、適切な運動や食事の改善で本来リスクが管理できる方は、初回の受診時に薬が必要ないレベルなので、適切

な運動と食事に気をつけましょうと伝えられるだけの場合も多い。受診された方も、その後、具体的どうすれば

いいのかわからず、結果、薬が必要ないレベルなので自分は大丈夫と思い、適切な予防医療行為である適切な運

動 や 食 事 に 取 り 組 む タ イ ミ ン グ を 逸 して し ま う。 現 実 的 に、 現 行 の 日 本 の 医 療 シ ス テム に お いて、 予 防 医 療 に 対

する保険点数は極めて低い。予防医療はそもそも医療の範囲外と考えられるシステムであるため、本来予防医療

を 担える 可能 性 のあ る 診療 所に は 予防 の イン セン ティ ブが 全く 働 かな い 。そ のた め 、予 防 医療 として の 適切 な運

動 や 食 事 改 善 と い っ た 介 入 が 可 能 な タ イ ミ ン グ が あ っ た と しても、 具 体 的 な 予 防 医 療 行 為 を 行 う ケ ース は ま れで

ある。

1.2.3 地域の診療所の医師としての視点

　循環器疾患における急性疾患で大病院受診となる場合、多くは救急搬送、救急外来において患者さんと接する

ことになるが、一刻を争う場合が多く、落ち着いて話を聞く時間はない。診断を行うために、治療中の病気、既

往 歴 や 喫 煙 歴 、 健 康 診 断 で 指 摘 を う け た 内 容 な ど を 速 や か に 聴 取 す る 。 当 然 、 な に か し ら の リ ス ク が あ る 方 が

循 環器 疾 患を 発症 す る場 合 が多 い。 「 健康 診 断で、 血 圧高 い と 何 年も 前か ら言 われてい ます 」 や「 糖 尿の けが あ

る と 言 われて い ま す 」 、 あ る い は 「 コ レ ス テ ロ ー ル が 高 く 、 食 事 を ち ゃ ん と し た ほ う が い い と 言 われて い ま す 」

といった言葉を耳に することは日常茶飯事である。診断の過程で、す でに治療を必要とする高血圧、糖尿病、脂

質異常症と判明することが多く、健康診断で「血圧が高めである」「糖尿病予備群」「食事療法の必要な脂質異

常症」と指摘された段階で、適切な予防医療への取り組みがなされていれば、そもそも致死的な循環器疾患、発

症後のQOLを低下させる循環器疾患の発症予防できたのに、と残念な気持ちになることは多い。


　ペーシェントジャーニーのどこかのタイミングで対策が打てた可能性がある、予防可能だったのではと考えら

れ る 循 環 器 疾 患 が 、 結 果 的 に 発 症 して し まっ た の は 、 極 め て 残 念 で あ る 。 大 病 院 に 勤 務 す る 医 師 の 責 務 と して

は、発症した循環器疾患に対する治療技術向上に大きなウェイトが占めるが、その一方で予防医療の重要性をど

の医師も痛感している。しかしながら、自分たちはその発症した循環器疾患を治療することが求められる場所に

いるため、予防医療に対して積極的かつ具体的な行動を起こすことは難しいのが実情である。

1.2.2 大病院の医師としての視点



59

Policy makers lab Journal,  vol.2

医師の視点で考える健康経営2.0

　産業医は、産業医学に基づいて産業保健の理念や労働衛生に関する専門知識により、労働者の心身の健康を保

持 増 進 す る こ と が 任 務 であ る 。 産 業 員 の 配 置 に つ いては そ の 事 業 所 の 規 模 に より 法 律 に より 規 定 さ れて い る 。 産

業医が、生活習慣病予備軍に対する健康施策に取り組む場合には、産業保健師や、会社の従業員の担当者らとと

も に 健 康 施 策 を 行 わ な け れ ば 、 効 果 的 な 施 策 の 実 践 は 難 し い 。 さ ら に は 、 事 業 所 の 規 模 に 応 じ て 必 ず し も 産 業

医 は 専 属 で も な く 、 月 に 1回 し か 企 業 に 足 を 運 ば な い ケ ース も 多 く 、 そ の よ う な 場 合 に、 従 業 員 の 予 防 医 療 等 に

関する健康施策を行うのは現実的には不可能に近い。


　私自身が大企業において健康施策を行う場合、施策立案を行い、実際に実行に移すまでには、企業の担当者の

了解、予算確定等など様々ステップが必要であり、民間企業における意思決定から実行までの実情等を知ること

も 重 要 と 感 じ る 。 ま た 、 病 院 や 診 療 所 の 勤 務 医 は 多 く の 患 者 を 担 当 して い た と しても、 実 際 は 一 人 ひと り へ の 医

療の提供である。それに比較して産業医における健康施策の提供対象は、その担当事業所の大半となることも多

く、数百人に対する施策を検討・実行する必要がある。一人では当然不可能である。


　つまり、従業員への予防医療といった健康施策を行うにはマンパワーや予算を必要とし、現実的には一部の大

企 業 の み が 取 り 組 め て い る 状 況 と 考 え ら れ る 。 健 康 経 営 を 実 践 す る に は 、 産 業 医 や 産 業 保 健 師 と い っ た 医 療 の

専 門 家 、 経 営 者 、 従 業 員 、 こ の 3者 が と も に 共 通 の 目 標 に 向 か って 健 康 施 策 に 取 り 組 む こ と が 重 要 か つ 必 須 であ

る 。 医 療 の 専 門 家 だ け が、 張 り 切 って 予 防 医 療 に 取 り 組 もう と しても、 健 康 の 押 し 付 け の よ う な 形 に な る 場 合 が

多 い 。 健 康 意 識 の 高 い 従 業 員 だ け が 張 り 切 っても、 科 学 的 な エ ビ デ ンス の 乏 し い 施 策 し か 行 え ず、 従 業 員 の 健 康

に 必 ず し もつ な が らず、 パ フ ォ ー マ ンス に 終 わ る 場 合 も あ る 。 当 然 、 経 営 者 に 健 康 経 営 へ の 理 解 が 乏 し け れ ば 、

マンパワーや予算などのリソースの投入が不十分となり、十分な健康施策には取り組むことはできない。


　このように、多くの従業員への健康施策を実行するには、産業医だけでは当然不可能である。本来、産業医は

健康施策を実行するリーダーの一人として、健康経営を実践することが期待されるものの、現実的には、人的資

本や予算を要することから、大企業の一部のみだけが可能となっていると考えられる。

1.2.4 産業医としての視点
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2. 健康経営における課題とあるべき姿

2.1 理想的な健康づくりと健康経営

2.2	理想的な健康経営施策とその課題

　生活習慣病における予防医療が極めて重要であることは周知の通りである。公的医療保険制度においては、健

康診断・特定健診がその一役を担う。しかしながら、健康診断における有所見者の二次健診実施率および特定健

診の特定保健指導実施率は低水準である。国の施策により、事業者は労働者に対する二次健診実施率および特定

保健指導実施率向上を促しているものの、実施率の改善には課題が多い。また本来受診が必要な方への受診勧奨

などにも課題が多い。これらは、行動変容を促す取り組みであり、ソーシャルマーケティングの積極的な活用な

ど、行動変容を科学的に効果的な施策で解決へ導くことは重要だと感じる。また、一方で全てを公的な取り組み

によって、予防医療や生活習慣病患者の受診勧奨を実践することは難しい。上記に述べたように、大病院におい

ては予防医療や生活習慣病患者の管理は現実的に期待された医療における役割ではなく、地域の診療所において

も予防医療へのインセンティブが低く、そもそもそ保険医療機関として受診されない対象者にアプローチするす

べを持たない。このように、大病院や地域の診療所では予防医療の実践や生活習慣病患者の受診勧奨は現状でき

ておらず、今後も難しいように感じる。


　理想は、国民一人ひとりが、自身の健康状態に責任を持ち、健康維持・増進に努めることであるが、認知バイ

アスにより健康投資などのやるべきことが後回しになることは多い。そこで、政府が主導的に「健康経営」を進

め、企業が個人の健康に投資をし、健康保持増進を促すことは、一定の合理性があり、現在の公的医療保険制度

ではカバーしきれていない、生活習慣病における予防医療の実践は、国民の健康増進に寄与するものと考えられ

る。

　理想的な健康づくり、予防医療の実践や生活習慣病患者の受診勧奨において、公的医療保険制度がカバーしき

れない範囲を、企業が健康経営という概念に基づいてカバーすることは非常に重要な方向性である。その際に重

要となってくるのは、産業医といった企業と関わる医療の専門家の存在である。


　私が産業医として、健康経営施策に関わる中で感じたこととして、企業が健康経営における予防医療の実践に

ついては、産業医へのアドバイスを求めることが多いが、アドバイスだけでは決してうまくはいかない。予防医

療の施策は、本来科学的根拠に基づいた施策が求められ、企業の従業員がそれを行うにはハードルが高く、形

骸化した健康経営施策をするにとどまる場合が多い。結果として、企業は継続性のある効果的な施策を従業員に

提供できず、従業員も健康経営による効果を実感できない。産業医や産業保健師といった専門性をもつ人々が主

体的に、かつ企業の人々とともに、健康経営の施策立案、実践に関わる必要があるが、それには、企業の側にも

予算をはじめとしたリソースの投入が必要となる。先に述べたとおり、月に一度しか企業に足を運ぶことがない

産業医には、健康経営の施策立案や実践は不可能である。しかしながら、企業も予算やリソースを投入するに

は、健康経営実践により従業員のワーク・エンゲイジメントの向上といった投資効果を数値的に判断できる健康

経営施策の効果検証を必要とする。健康経営の概念である、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的

に実践するには、根拠が必要なのは当然であり、その根拠として科学的根拠に基づいた健康経営施策の実践およ
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びその効果検証が重要である。


　 理 想 的 な 健 康 経 営 施 策 に つ いて、 何 か し ら の 健 康 経 営 施 策 を 行 う 場 合 、 行 う 前 に は 数 値 的 な 目 標 設 定 を 行 う 、

施 策 後 に 効 果 検 証 を 行 う こ と が 必 要 であ る 。 そ の う えで、 次 に 行 う 健 康 経 営 施 策 に つ いて 検 討 す る 。 こ の PDCA

サ イクル を ま わ す こ と は 極 め て 基 本 的 であ り、 重 要 であ る 。 特 に 生 活 習 慣 予 防 に つ いては 個 人 の 行 動 変 容 を よ い

方 向 へ 変 える 取 り 組 み も 多 く 、 行 動 変 容 の 難 し さ は 周 知 の 通 り で あ る 。 1つ の 優 れ た 健 康 経 営 施 策 は 万 能 的 に、

すべて の 人 に 効 果 的 であ る こ と は 少 な く 、 同 一 の 目 的 を 持 っ た 施 策 であ っても、 で きる だ け 種 類 の 多 い 施 策 を 実

践し、より多くの人に効果があるものに することが望ましいと考えられる。企業の業種、従業員の年齢分布や性

別 分 布 な ど 、 当 然 多 種 多 様 で あ る た め 、 ど こ か の Best  pract iceが 自 社 に お い て も Best  pract iceと は 限 ら な

い 。 で きる 限 り 健 康 施 策 を 行 う 場 合 に は 、 そ の 効 果 検 証 を 行 い 、 より よ い 方 向 へ 進 む こ と が 重 要 であ る と 考 え ら

れる。
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3. 課題解決の方向性（Best practiceの推進とガイドライン化）

　 健 康 経 営 施 策 に お いては 、 企 業 の 置 か れて い る 状 況 は 様 々 であ る た め 特 定 の 具 体 的 施 策 が 最 善 と い う こ と は 難
し い 。 し か し な が ら 、 健 康 経 営 施 策 を 行 う 上 で、 科 学 的 根 拠 に 基 づ い た 施 策 を 行 う こ と、 施 策 実 践 に よる 効 果 検
証 を 行 う こ と は 、 健 康 経 営 を 経 営 的 視 点 で と ら える 根 拠 とな る 事 実 と して 非 常 に 基 本 的 な 取 り 組 み であ る 。 つ ま
り、 健 康 経 営 の Best  pract iceの 推 進 と は 、 具 体 的 施 策 を 単 に 提 示 す る と い う こ とで は な く 、 そ の 背 景 に あ る 施
策 決 定 の 根 拠 の 提 示 や 施 策 決 定 ま で の プ ロ セ ス 、 リ ソ ース の か け か た 、 そ の 後 の 効 果 検 証 、 そ して 次 の 施 策 の 検
討への提案といった、一連の継続性のある効果的な健康経営実践を推進するということである。科学的根拠に基
づくことは得てして難しく、絶えずアップデートされるものである。また従業員の年齢分布や男女比率を始めと
し た 、 企 業 特 性 は 多 様 であ る た め 、 あ る 程 度 の 企 業 特 性 に 分 類 し 、 そ れ ぞ れ の Best  pract iceを 提 示 す る こ と は
重 要 と 考 え ら れ る 。 こ の よ う な Best  pract iceを 、 国 が モ デ ル 事 業 と して 推 進 し 、 最 終 的 に は ガ イ ド ラ イ ン 化 す
ることで、健康経営施策は、その質がある程度担保された状態で、効果的に実行できるものと考えられる。
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